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２０１０年３月１２日 

日 本 銀 行 

 

日本銀行がニューヨーク連邦準備銀行に保有する 

当座預金勘定について 

 

 

 

 

 日本銀行は、①国の外国為替資金の運営について、外国為替資金特別会計法

等に基づき決済・計理等の事務を委任されているほか、②自らも外貨資産を保

有しており、その一環として、外国中央銀行が提供する当座預金勘定や有利子

運用サービスを利用しています。 

 本日、財務省が、「『沖縄返還に伴う財政負担に係る文書』及びいわゆる『無

利子預金』に関する調査結果について」と題する発表を行いました。この財務

省公表資料では、いわゆる「柏木―ジューリック文書」（注１）に記載された「無利

子預金」に関する調査結果の部分において、上記①の資金だけでなく②の資産

についても事実関係が示されています。 

 日本銀行では、財務省からの関連情報の照会を契機として、②に該当する、

日本銀行がニューヨーク連邦準備銀行（以下 NY 連銀）に保有する当座預金勘定

について、同連銀からの資料入手を含め、過去の残高等の調査を行いました。 

 日本銀行はこれまで、個別取引に関する事項は公表しない扱いとしてきまし

たが、本件については、NY 連銀の了解を得たうえで、関連情報を次のとおり公

表することとしました。 

 

 （注１）大蔵省の柏木雄介財務官と米国財務省のアンソニー・J・ジュー

リック特別補佐官がサインしたとされる１９６９年１２月２日付け

の文書（詳細は、上記の財務省公表資料をご覧ください）。 

 

 

１．当座預金残高の推移 

 

・別添１のとおり。 

 

 

２．「最低限の無利子預入残高」（注２）の推移 

 

・別添２のとおり、「最低限の無利子預入残高」については、１９６９年５
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月以降、約１万ドルと設定されていたが、１９７２年８月から１９７３年

１月にかけて、段階的に約５，００１万ドルに引き上げられた。その後は、

ほぼ同水準で推移（１９８０年７月に約５，０００万ドルに変更）してい

たが、１９９９年１２月に約３００万ドルへと引き下げられた。 

 

（注２）「最低限の無利子預入残高」 

NY 連銀は、顧客の当座預金勘定における日中の資金受払の結果とし

て生じた余剰資金について、有利子で運用するサービスを提供してい

る。その際、余剰資金のうちの一定額は、本サービスの対象とされず、

当日末の当座預金として残される。この一定額のことを、「最低限の

無利子預入残高」という。なお、「最低限の無利子預入残高」には「約」

（approximately）が付されており、当日末の当座預金残高が、「最低

限の無利子預入残高」を若干下回ることも許容される。 

 

 

３．「最低限の無利子預入残高」引き上げ・引き下げの経緯 

 

（１）引き上げ時の経緯 

 

・１９７２年から１９７３年にかけての「最低限の無利子預入残高」引き上

げについては、２００９年１０月から１１月にかけて、外貨資産運用関連

や海外取引関連など国際局保管の現用資料、および沖縄返還関連など関係

し得ると思われる当時のアーカイブ資料等、合計約１２０冊を調査したが、

その経緯が記載された資料は見当たらなかった。 

 

   ―― 現在、日本銀行の文書（公文）の管理に関する定め（「公文取

扱規程」）では、作成した資料の作成部署における保管期間に

ついて、「３０年」、「１０年」、「５年」、「３年」、「１年」、「１

年未満」の各区分を設けているほか、保管期間満了時の保管期

間延長、アーカイブ移管等の取扱いが定められている。今回調

査対象とした資料のうち、「権利義務に関する重要な公文」の

保管期間は原則１０年となっている。公文取扱規程は１９９９

年７月に改正されており、旧規程には最長「永久」の保管期間

があるが、「権利義務に関する重要な公文」の保管期間は旧規

程においても原則１０年で変わらない。 

 

・また、当時の日本銀行関係者の多くは既に故人であるが､引き上げ決定に

関わったと思われる当時の局長に対し、２００９年１１月から２０１０年
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３月にかけて可能な範囲で接触し、ヒアリングを行ったところ、「最低限の

無利子預入残高」の引き上げ時の経緯については知らないとの回答であっ

た。 

 

 

（２）引き下げ時の経緯 

 

① １９８０年７月（約５，００１万ドル⇒約５，０００万ドル） 

 

・１９８０年当時、NY 連銀は、過去様々なタイミングで日本銀行から受け

ていた当座預金勘定関係の各種指示について、改めて包括的に整理・確認

する作業を行っていた。その作業の一環として、１９８０年４月に、NY 連

銀から日本銀行に対して「最低限の無利子預入残高」の百万ドル未満の端

数を切り捨て、約５，０００万ドルに引き下げる提案があり、これに応じ

る旨の指示を１９８０年７月に同連銀に伝え、引き下げが行われた。 

 

 

② １９９９年１２月（約５，０００万ドル⇒約３００万ドル） 

 

・１９９８年４月１日に新日本銀行法が施行された直後から、外貨資産に関

し、その一層安全かつ効率的な運用を図るといった観点に立った見直しを

進めていた。 

 

―― 上記の見直しの結果として、２０００年３月には、政策委員会

において「本行保有外貨資産の運用基本要領」が制定されている

（制定時の公表資料は、別添３）。 

 

―― 従来、外貨資産運用は「バイ・アンド・ホールド（満期償還資

金を同種の資産に再投資すること）」を原則としていたが、上記要

領においては、①流動性ポートフォリオと投資性ポートフォリオ

を明確に分けた上で、②後者について、「インデックス運用（ポー

トフォリオの金利リスクが市場全体の金利リスクから一定限度以

上乖離しないよう、市場で機動的に資産入替を行う運用）」等を実

施することとなった。 

 

・日本銀行は、日本銀行が NY 連銀に保有する当座預金勘定の「最低限の無

利子預入残高」について、より効率的な運用の観点から見直せないかと考

えていた。１９９９年７月に、NY 連銀との外貨資産運用全般に関する意見



4 
 

交換の中で、日本銀行が同連銀に保有する当座預金勘定の「最低限の無利

子預入残高」の引き下げ可能性について、日本銀行から問題提起を行った。 

 

・日本銀行からの問題提起に対し、NY 連銀は当初、同連銀だけでは決めら

れないとの回答であったが、その後、１９９９年１１月に、NY 連銀から別

添４のとおり「NY 連銀は、日本銀行・大蔵省に対し、それらが保有する当

座預金勘定の『最低限の無利子預入残高』を現行水準に維持することは最

早不要であると連絡することを米国財務省から授権された。日本銀行の当

座預金勘定の『最低限の無利子預入残高』を３００万ドルに、大蔵省の同

残高を９００万ドルに引き下げることを提案する」との連絡があり、これ

に応じる旨の指示を１９９９年１２月に同連銀に伝え、引き下げが行われ

た。 

 

・別添４の提案では､日本銀行分だけでなく大蔵省分の引き下げも提案され

ているが､日本銀行は代理人の立場で、大蔵省に連絡の上指示に従い対応し

た。 

 

・引き下げ後の「最低限の無利子預入残高」の水準（約３００万ドル）につ

いて、NY 連銀は、取引の規模などを勘案した上で、当座預金勘定等の管理

運営にかかる同連銀の費用を負担する適当な水準として提案してきた。 

 

・１９９９年１１月の別添４の受領後､同年１２月の日本銀行分の引き下げ

の決定に至る過程で、当時の日本銀行関係者は引き上げ時の経緯の調査を

行ったが、経緯は不明であった。 

 

・なお、「我部論文」（注３）で言及された「米連邦銀行への無利子預金」に関

しては、１９９８年秋に大蔵省から照会を受け、行内で調査を行ったもの

の、論文に記載された内容の事実関係は不明であったので、その旨を大蔵

省に回答した。 

 

（注３）朝日新聞社「論座」１９９８年１０月号 我部政明 琉球大学

教授「沖縄『買い戻し』の密約 『思いやり予算』のルーツを暴く」 

 

 

以  上 



（別添１） 

 

日本銀行がニューヨーク連邦準備銀行に保有する当座預金勘定の残高の推移 

 

（単位万ドル） 

年末 残高 

1960 26

1961 9

1962 14

1963 3

1964 24

1965 1

1966 4

1967 9

1968 3

1969 12

1970 6

1971（注） 10,007

1972 4,039

1973 5,008

1974 5,188

1975 5,004

1976 5,004

1977 5,120

1978 5,001

1979 5,115

1980 5,110

1981 4,934

1982 5,088

1983 5,003

1984 5,194

1985 5,009

1986 5,002

1987 5,007

1988 5,003

1989 5,004

1990 5,009

1991 5,008

1992 4,991

1993 5,005

1994 5,003

1995 5,005

1996 5,007

1997 5,006

1998 5,007

1999 309

（注）一時的な資金滞留によるもの。「最低限の無利子

預入残高」は不変（別添２参照）。 



 

 

（別添２） 

 

日本銀行がニューヨーク連邦準備銀行に保有する当座預金勘定の 

「最低限の無利子預入残高」の推移 

 

 

時期 「最低限の無利子預入残高」 

1969 年 5 月 19 日以降 約 1万ドル 

1972 年 8 月 1 日 約 501 万ドル 

同     9 月 4 日 約 1,001 万ドル 

同    10 月 2 日 約 1,501 万ドル 

同    11 月 6 日 約 2,501 万ドル 

同    12 月 4 日 約 4,001 万ドル 

1973 年 1 月 8 日 約 5,001 万ドル 

1980 年 7 月 5 日 約 5,000 万ドル 

1999 年 12 月 17 日 約 300 万ドル 

 

 






